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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年３月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年７月２７日 １１時００分ごろ 

発生場所 長崎県佐世保港第１区 

 佐世保港弁天島灯台から真方位１４５°６６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°０８.４′ 東経１２９°４３.２′） 

事故の概要  交通船ＹＦ
ワイエフ

２１４８は、北東進中、主機を使用できなくなり、浅瀬

に乗り揚げた。 

 ＹＦ２１４８は、プロペラ翼の曲損等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年７月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

交通船 ＹＦ２１４８、８.１トン（排水量） 

 なし、防衛省 

 １１.００ｍ×３.２０ｍ×１.６０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１９１kＷ、平成１２年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２０年２月８日 

  免許証交付日 平成３０年１月１６日 

         （平成３５年２月７日まで有効） 

機関長 男性 ５２歳 

 四級海技士（機関）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成３０年５月２９日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成３０年５月２９日 

  免状有効期間満了日 平成３５年５月２８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ翼に曲損、船首部船底及び舵板下部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか１人が乗り組み、平成３０年７月２７

日１０時４５分ごろ用務で訪れていた佐世保港第２区の崎
さき

辺
べ

地区専用

岸壁を出発し、同港第１区の倉島
くらしま

地区専用岸壁に向けて帰途に就き、
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船長が船体中央部右舷側の操舵場所で立って操船に当たり、機関長を

船長の左舷側で見張りに当たらせ、約１２ノットの対地速力で、長崎

県佐世保市鱏
えい

ノ
の

鼻南西方沖を手動操舵により北西進した。 

 船長は、佐世保港鱏ノ鼻灯浮標西方沖約４００ｍ付近で、佐世保港

沖
おき

ノ
の

曽根
そ ね

南
みなみ

灯浮標と佐世保港前畑
まえはた

沖
おき

灯浮標の間に向けて右転し、下
しも

ノチドリ瀬西方沖を北東進していたところ、１０時４８分ごろ速力が

低下したので、主機のクラッチを操作し、中立、前進及び後進として

みたものの、クラッチがつながらなくなった。 

 機関長は、舵輪の前方に備えられている減速機油圧低下の警報が発

するとともに焦げたような異臭がすることに気付き、操舵室の左舷側

にある機関室上部出入口ハッチから煙が漏れ出していることを認め

た。 

 機関長は、すぐに機関室内を確認したところ、逆転減速機周辺に潤

滑油が飛散して主機の排気管から煙が生じていることを知り、１０時

５１分ごろ海上での修理は不能で、主機が使用できず、航行不能と判

断した。 

 本船は、風によって東北東方へ流され、錨を取り出すことが困難だ

ったので、船長が、ボートフックで海底を突いて流される方向を変え

ようと試みたものの、効果なく流され続け、１１時００分ごろタタミ

バエの浅瀬に乗り揚げた。 

 船長は、海上自衛隊基地の本部に本事故の発生を連絡し、同本部を

通して海上保安庁に通報した。 

 本船は、１７時５３分ごろ自然離礁し、来援した海上自衛隊所有の

タグボートにえい
．．

航されて倉島地区専用桟橋に着桟した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首尾とも約０.６ｍであった。 

 主機は、運転時間が年間約１６７時間で、平成２９年１２月～平成

３０年１月に逆転減速機も併せて開放整備が行われていた。 

 機関長は、本事故発生当日の朝、倉島地区専用岸壁の出発前、逆転

減速機の潤滑油量を確認したところ、ゲージの末端に僅かに付着する

状態であったので、ゲージの約６０％まで潤滑油を補給していた。 

 逆転減速機は、本事故後、佐世保市相浦
あいのうら

港の造船所に本船を上架

して点検した結果、作動用潤滑油の圧力計用分岐管（長さ約２ｍ、直

径６mm、銅製）に亀裂が認められ、逆転減速機オイルパンの潤滑油が

空になっていた。（写真１参照） 
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写真１ 逆転減速機 

 機関長は、経年劣化によって圧力計用分岐管に亀裂が生じたと本事

故後に思った。 

 本船は、前部乗員室出入口のボルト締めされた脱着式階段の下方に

格納固定された重さ１５kg のダンフォース型錨を備え、同室のソフ

ァー座面の下に収納された直径１８mm、長さ約５０ｍの化学繊維製錨

索をつないで使用するようになっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、佐世保港第１区の下ノチドリ瀬西方沖を北東進中、逆転減

速機が作動しなくなり、主機を使用できなかったことから、風によっ

て流され、タタミバエの浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

 逆転減速機は、作動用潤滑油の圧力計用分岐管に亀裂が生じて潤滑

油が漏えい
．．

し、作動用潤滑油圧が低下したことから、作動しなくなっ

たものと考えられる。 

 本船は、脱着式階段を取り外して錨を取り出す必要があり、速やか

に投錨できなかったことから、流され続けたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、佐世保港第１区の下ノチドリ瀬西方沖を北東進

中、逆転減速機が作動しなくなり、主機を使用できなかったため、風

によって流され、タタミバエの浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  海上自衛隊基地の本部は、本事故後、再発防止策として、船長及び

機関長に対しての安全対策に関する再教育を実施し、シーアンカーの

装備を検討している。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関室の点検を行い、不具合箇所を早期に発見して整備しておく

こと。 

 ・沿岸で船舶を運航する際は、錨を速やかに使用できる状態にして

おくこと。 

圧力計用 

分岐管 

クラッチ 

操作レバー 

潤滑油量 

ゲージ 亀裂箇所 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漂流開始場所 


